
【適時開示体制概要】
当社の会社情報は、情報取扱責任部署である法務・広報部に伝達され、適時開示の
要否を判断し、開示が必要な場合には、ＴＤｎｅｔを通じて東京証券取引所に適時開示を
行うとともに、当社ホームページ等でも情報を開示しています。
①決定事実に関する情報
当社の業務執行を決定する機関である「取締役会」及び「執行役員会議」の
決定事実は、法務・広報部に伝達されます。

②発生事実に関する情報
社内各部署より法務・広報部に伝達されます。

③決算に関する情報
経理部より法務・広報部に伝達されます。
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